
２０１９年４月１日改定　御影工業野球部OB会　規約第１章　総則 

第１条 （名称)

本会は御影工業野球部ＯＢ会と名称を称しＯＢ会と略称する。 尚、ＯＢ会所在地は神戸市中央区脇浜町１丁目４番７０号 神戸市立科学技術高校内に設
置する 

第２条 （目的）

本会は会員の親睦及び現役野球部員・後援会の支援を行い良好で健全な関係を維持し運営していくことを目的とする。またＯＢ全員の協力及び本会への
参加を義務とする

第３条 （構成）

本会は御影工業野球部に在籍していた生徒をもって構成する構成員については別途名簿をもって管理するものとする 

第４条 （役員）

本会に次の役員を置く（２０１９年４月１日現在の役員）

1. 会長１名　　　　（畑本　威至）
2. 副会長２名　　　（松川 明弘/村井 勝）
3. 事務局１名　　　（林　文悟）

役員の選出は総会で行う

第５条 （役員の任期）

役員の任期は二年とする。再任は妨げない 

第６条 （選任）

1. 会長の選任は役員会で決定する
2. 副会長、事務局の選任は会長の推薦に基づき総会で決定する

第７条 （事業）

事業の目的を達成するために次の事業を行う

1. 神戸市立科学技術高校野球部の発展と支援
2. 科学技術高校野球部に対する寄付（財政支援）
3. 会員相互の親睦を図るための会合及びその他行事
4. 会員への活動案内、各大会の予定・結果報告・会員簿

第８条 （総会）

本会運営の為に次の総会を設ける

1. 会は本会員を招集し年一回定期総会を開き事業報告を行う 
2. 必要に応じ臨時総会を行う
3. 総会は会長が招集し議長となる
4. 総会では次の事を行う

ｱ､事業報告及び決算報告と承認
ｲ､事業計画及び予算の審議と承認
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ｳ､役員選出と承認
ｴ､会計報告
ｵ､その他必要事項の審議と承認
ｶ､総会での議決は会員の過半数の賛成及び委任状にて成立する

第９条 （会計）

• 本会の運営費は会費寄付金をもって支弁する
• 本会費は一口1,000円とし、上限は設けないものとする
• 会計は事務局が兼任とし、会長・副会長が監査を行うものとする

第10条 （会計年度）

本会の会計年度は毎年10月1日とし翌年9月30日迄とする

第11条 （規約外案件）

本会の運営に関して、規約に定めない事項は必要に応じて役員会で協議する

第12条 （冠婚葬祭）

会員と関係者に慶事があった場合は役員会が協議し決定する

第13条 （その他）

会員の氏名、住所、携帯番号等の変更がある場合は速やかに事務局に連絡をすること
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